
高萩・北茨城広域事務組合建設工事等入札参加者の格付及び発注標準金額に 

関する基準 

   令和２年１月１０日 

告示第１号 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、高萩・北茨城広域事務組合（以下「組合」という。）が発注する建

設工事の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を有する建設業者

の格付及び当該発注の基準となる金額について必要な事項を定めるものとする。 

（格付対象工事） 

第２条 格付けは、次の事項に掲げる建設工事について行う。 

（１） 土木一式工事 

（２） 建築一式工事 

 （格付けの方法） 

第３条 格付けは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定に基づ

く経営に関する事項の審査結果の数値（以下「総合数値」という。）を採用する。ただ

し、Ａ級以上の決定には、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮して決定するも

のとする。 

２ 前項による格付けの基準、格付けをした者に対して発注する建設工事の当該発注の標

準となる金額は、別表のとおりとする。 

（格付名簿） 

第４条 格付けをした者については、建設工事入札参加資格者格付名簿に登載する。 

 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

工種 格付 総合数値 発注標準金額 

土木一式工事 

Ｓ １，０００点以上 １０，０００万円以上 

Ａ 
１，０００点未満 

８００点以上 

１０，０００万円未満 

３，０００万円以上 

Ｂ 
８００点未満 

７００点以上 

３，０００万円未満 

３００万円以上 

Ｃ ７００点未満 ３００万円未満 

建築一式工事 

Ｓ １，０００点以上 １０，０００万円以上 

Ａ 
１，０００点未満 

８００点以上 

１０，０００万円未満 

３，０００万円以上 

Ｂ 
８００点未満 

７００点以上 

３，０００万円未満 

３００万円以上 

Ｃ ７００点未満 ３００万円未満 

 


